
令和６年１0 月 15 日(火)から同年 10 

月 31 日(木)まで、秋の火災予防運動が 

実施されます。冬の訪れとともに、ストーブ 

火災が発生しやすい季節となりますので、 

ストーブの取扱いには十分気をつけまし 

ょう。 右のグラフは、過去５年間（令和元 

年から令和５年まで）平均 

のストーブ火災発生件数 

の推移を表したグラフです。 

10 月頃から増加していることがわかります。 

【火災発生状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
【主な火災原因別件数】 

 
 
  

【お問合せ：札幌市白石消防署予防課 ☎011-861-2100】 

令和６年９月３０日現在 

令和６年９月３０日現在 



 

 

 

 

事前にできる地震火災・住宅火災を防ぐポイント 

 

① 家具等の転倒防止対策（固定）を行いましょう 
② 感震ブレーカーを設置しましょう 
③ ストーブ等の暖房機器の周辺は整理整頓し、可 

燃物を近くに置かないようにしましょう 
④ 住宅用消火器等を設置し使用方法について確 
   認しましょう 
⑤ 住宅用火災警報器を設置しましょう 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
札幌圏消防指令センターの設置場所は、札幌市消防局で変更はありません。 
１１９番通報のかけ方もこれまでと変わりませんが、 
住所は必ず「札幌市」から伝えてください。 
次の市町村の１１９番通報は、札幌圏消防指令センター 
が受け付けます。 

・札幌市・江別市・千歳市・恵庭市 
・北広島市・石狩市・当別町・新篠津村 

火災を感知した住宅用火災警報器だけではなく、連動設定を行うことですべての住

宅火災警報器が火災信号を受信し、警報を発する連動型の住宅用火災警報器もあ

ります。 

地震火災・住宅火災から 

家族と住まいを守ります！ 

消防局からのお知らせ 

『札幌圏消防指令センター』が 

令和７年１０月頃から運用が開始されます。 


